
改正核物質防護条約における基本原則の概要について 
 

第２条Ａ 
３．締約国は、以下の基本原則を合理的かつ実行可能な限りにおいて適用すべ

きである。 
 
基本原則Ａ：国の責任 
国内における防護制度の制定、実施及び維持の責任はその国が負う。 

 
基本原則Ｂ：国際輸送中の責任 
国際輸送中の核物質の適切な防護を確保する責任は、輸送を行う国がその責

任を別の国に適切に移譲するまで負う。 
 
基本原則Ｃ：法令の枠組み 
国は、防護に関する法令の枠組みの制定及び維持の責任を負う。 
法令の枠組みとして規定すべき事項： 

適切な防護要件、評価制度、許認可、原子力施設及び輸送の検査制度

並びに要件及び条件の強制手段 
 
基本原則Ｄ：規制当局 
国は、法令の枠組みを実施する規制当局を設立又は指定する責任を有す。そ

の規制当局にはその任務を遂行するための適切な権限、能力、財源及び人的資

源を供給すること。国は、規制当局の任務と原子力を促進又は利用する他の機

関の任務との間に、有効な独立性を確保するべき。 
 
基本原則Ｅ：許可事業者の責任 
国は、核物質又は原子力施設の防護を実施する主たる責任は、許認可を受け

た者（例えば、事業者や運送者。）が負うこととすべき。 
 
基本原則Ｆ：セキュリティ文化 
防護に関係するすべての組織は、その組織全体における効果的な防護を確保

するために必要なセキュリティ文化に対して十分な最優度を与えるべき。 
 
基本原則Ｇ：脅威 
国の防護は、その国の最新の脅威の評価に基づくべき。 
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基本原則Ｈ：段階的手法 
防護の要件は、核物質の不法移転及び核物質又は原子力施設に対する妨害破

壊行為に関連する現在の脅威の評価、核物質の性質、潜在的な影響等を考慮し、

段階的手法に基づくべき。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
基本原則Ｉ：深層防護 
防護の要件は、敵対者が目的を達成するために克服又は回避しなければなら

ない防護を多重の層及び方法とするという概念を反映すべき。 
 
基本原則Ｊ：品質保証 
品質保証に関する方針及び品質保証プログラムを制定し、実施するべき。 

 
基本原則Ｋ：緊急時計画 
すべての許可事業者及び関係機関は、核物質の不法移転、原子力施設又は核

物質に対する妨害破壊行為等に対応するための緊急時計画を用意し、適切に訓

練を行うべき。 
 
基本原則Ｌ：機密性 
国は、不法な開示により核物質及び原子力施設の防護を害するおそれのある

情報の機密性を保つための要件を定めるべき。 

段階的手法について 
 
 防護すべき対象が有する潜在的危険性を何段階かに区分し、当該区分に

対応して防護機能体系が有するべき防護の水準を、対象の特徴による想定

される脅威の達成の困難性を考慮して設定する手法。対象に応じて適切な

防護水準を設定することにより、過度に厳しい防護機能を課すことなく、

十分な防護機能を確保することを目的とするもの。 


